
 

 
 

消防広第 157 号 

令和５年５月８日 

 

各都道府県消防防災主管部(局)長 殿 

 

消防庁広域応援室長 

（公 印 省 略） 

  

 

「緊急消防援助隊における新型コロナウイルス感染症に係る留意事項

について」等の廃止及び「緊急消防援助隊事故等報告要領について」

の一部改正について 

 

 

本日、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成 10年

法律第 114 号）における新型コロナウイルス感染症の位置づけが「新型インフ

ルエンザ等感染症」から「５類感染症」に見直されたことに伴い、「緊急消防援

助隊における新型コロナウイルス感染症に係る留意事項について」（令和２年５

月１日付け消防広第 118 号）及び「緊急消防援助隊における新型コロナウイル

ス感染症に係る留意事項の補足及び今後の出水期における対応について」（令和

２年６月 15 日付け消防庁広域応援室事務連絡）は廃止し、「緊急消防援助隊事

故等報告要領について」（令和２年６月８日付け消防広第 150号）を別添のとお

り一部改正をします。 

貴職におかれましては、貴都道府県内市町村（消防の事務を処理する一部事務

組合等を含む。）に対して、この旨を周知されますようお願いします。 

なお、本通知は、消防組織法（昭和 22年法律第 226号）第 37条の規定に基づ

く助言として発出するものであることを申し添えます。 

 
 添付資料 

添付１ 緊急消防援助隊の出動及び活動における事故等報告要領 ※改正後 

添付２ 「緊急消防援助隊の出動及び活動における事故等報告要領」新旧対照表 

【問合せ先】 

消防庁広域応援室 

担当 鳥枝理事官・平井係長・藤林事務官・望月事務官・林事務官 

TEL：03-5253-7527 E-mail：h3.mochizuki@soumu.go.jp 

 



 
 

緊急消防援助隊の出動及び活動における事故等報告要領 
 
１ 趣旨 

この要領は、消防庁長官の求め又は指示により緊急消防援助隊として出動又は活動した

際に発生した事故等について、関係者間の迅速かつ的確な情報共有及び事後対応の円滑化

を図るため、当該緊急消防援助隊の属する団体の他、応援側団体、受援側団体、消防庁等

の関係者（以下「関係団体等」という。）に対する報告の細部事項について定めたものであ

る。 

 

２ 報告対象事故等 

緊急消防援助隊を編成し、出動から引揚げ開始までの間に発生した次の事故等について

報告する。ただし、今後の活動に支障がない軽微なものは除く。 

（１）交通事故（人身、物損）、隊員の受傷事故、活動中の傷害・物損事故 

（２）車両等（ヘリコプター、消防艇を含む。以下同じ。）の故障又は損傷 

（３）集団食中毒や感染症の感染（疑い含む。） 

（４）その他、小隊長等が必要と判断したもの 

 

３ 報告要領 

２に該当する事故等が発生した場合には、次に定める要領により報告する。 

なお、第一報は、迅速性を重視して口頭により速やかに報告し、第二報以降は、消防庁

からの指示により必要に応じて報告するほか、適宜、口頭に加えて別記様式を用いて指示

された関係団体等へ報告する。 

連絡フローについては、航空部隊以外の隊が関係するものは別図１、航空部隊が関係す

るものは別図２のとおりとする。 

（１）事故や故障等（上記２（１）、（２））の報告要領 

  事故等の発生直後、負傷者の救護や二次災害の防止など各所属で定められている必要

な措置等を講じた上で、以下表に基づき報告する。 

 

表１ 事故や故障等の報告事項 

報告対象事故等 
交通事故、受傷事

故、傷害･物損事

故 

車両等の故障又は

損傷 

第一報 

発生日時・発生場所 ○ ○ 

概要 ○ ○ 

第三者の有無・負傷程度・所有物の損害程度 ○   

隊員や要救助者の負傷の有無・程度 ○   

救急要請の有無 ○   

活動継続可否 ○ ○ 

第

二

報

以

降 

関係者情報 
相手方(氏名・年齢・住所・職業・保険会社等) △   

関係職員(所属・階級・氏名) ○ ○ 

被害状況 

人的被害（人数・負傷の程度） △   

物的被害（損壊や被害の程度） △ ○ 

詳細（必要により写真による報告） ○ ○ 

時系列 ○ ○ 

発生後の処置 
相手方に対する処置 △   

安全管理措置 ○ ○ 

その他 その他必要な事項 △ △ 

添付１ 



○・・・必ず報告する項目  △・・・必要に応じて報告する項目 

  

（２）集団食中毒や感染症※１の感染（疑い含む）（上記２（３））の報告要領 

集団食中毒発生時や感染症の感染が疑われる隊員が生じた場合には、迅速に感染拡

大防止措置を講じるとともに、当該隊員の属する都道府県大隊等の長は、以下ア及び

イのとおり報告する。 

また、消防応援活動調整本部においては、管轄の保健所※２からの指示等を踏まえ、

都道府県の衛生部局や消防庁等と連携し、必要な対応の調整や指示を行う。 

ア 管轄の保健所への連絡 

都道府県大隊等の長は、第一に管轄の保健所に連絡し、指示を仰いだ結果を踏ま

え下記イの事項を報告する。 

イ 報告事項 

下記のうち報告可能な事項から速やかに報告する。 

（ア）感染（疑い含む。）者情報（部隊、所属、氏名、年齢、性別） 

（イ）現在地 

（ウ）症状 

（エ）感染拡大防止措置内容 

（オ）管轄の保健所からの指示内容 

（カ）緊急消防援助隊としての活動時における行動歴 

（キ）活動不能となる小隊等 

（ク）搬送先医療機関 

（ケ）その他必要と思われる事項 
※１ 感染症とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成十年法

律第百十四号）第六条に規定する感染症をいう。 

※２ 管轄の保健所とは、該当隊員の存ずる場所を管轄する保健所とし、船舶移動中におい

ては下船した先を管轄する保健所とする。 

 

４ その他 

（１）緊急消防援助隊として編成する前（都道府県大隊の集結場所まで等）の事故等により

出動不能となった場合又は引揚げ途中（最終帰署（所）まで）の事故等は、当該隊の所

属が当該隊の属する都道府県を通じて消防庁に連絡する。 

（２）広域航空消防応援により出動した際の事故報告については、「大規模特殊災害時にお

ける広域航空消防応援実施細目」による。 

（３）事故時には可能な限り写真撮影を行い、記録を残すこと。 

 



事故等発生時の連絡フロー

都道府県大隊長・部隊長

都道府県内関係機関

後方支援本部

別図１

指揮支援本部

消防庁

消防応援活動調整本部
指揮支援部隊長

小隊長

指揮本部

事故発生

※ 指揮支援本部が設置されていない場合

※

※

航空部隊以外の隊

事故等発生時の連絡フロー

都道府県内関係機関

後方支援本部

別図２

航空指揮支援本部

消防庁

小隊長

航空指揮本部

事故発生

※ 航空指揮支援本部が設置されていない場合

※ ※

航空部隊

消防応援活動調整本部
指揮支援部隊長

※上記のフローを基本とし、必要に応じ臨機に対応すること。



活動不能となる小隊
搬送先医療機関

隊名

別記様式　
集団食中毒や感染症の感染（疑い含む）の報告　第　　報

その他必要と思われ
る事項

症状

感染者情報

現在地

部隊 所属
氏名 年齢 性別

【報告者・報告日時】 氏名

　　添付１

※　感染症とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成十年法律第百十四号）第
六条に規定する感染症をいう。

※　管轄の保健所とは、該当隊員の存ずる場所を管轄する保健所とし、船舶移動中においては下船した先を
管轄する保健所とする。

※各所属で既存の様式がある場合は、同様式により報告することができる。

感染拡大防止
措置内容
管轄の保健所
からの指示内容
緊急消防援助隊とし
て活動時における行
動歴

月　　日　　時　　分



緊急消防援助隊の出動及び活動における事故等報告要領（新旧対照表） 

改正前 改正後 

緊急消防援助隊の出動及び活動における事故等報告要領 

（２）集団食中毒や感染症※１の感染（疑い含む）（上記２（３））の報告

要領 

集団食中毒発生時や感染症の感染が疑われる隊員が生じた場合には、迅速

に感染拡大防止措置を講じるとともに、当該隊員の属する都道府県大隊等の

長は、以下ア及びイのとおり報告する。 

また、消防応援活動調整本部においては、管轄の保健所※２からの指示等

を踏まえ、都道府県の衛生部局や消防庁等と連携し、必要な対応の調整や指

示を行う。 

ア 管轄の保健所への連絡 

都道府県大隊等の長は、第一に管轄の保健所に連絡し、指示を仰いだ 

結果を踏まえ下記イの事項を報告する。 

イ 報告事項 

下記のうち報告可能な事項から速やかに報告する。 

（ア）感染（疑い含む。）者情報（部隊、所属、氏名、年齢、性別） 

（イ）現在地 

（ウ）症状 

（エ）感染拡大防止措置内容 

（オ）管轄の保健所からの指示内容 

（カ）緊急消防援助隊としての活動時における行動歴 

（キ）（感染症の場合）濃厚接触者※３の可能性が高い者 

（ク）活動不能となる小隊等 

緊急消防援助隊の出動及び活動における事故等報告要領 

（２）集団食中毒や感染症※１の感染（疑い含む）（上記２（３））の報告要

領 

集団食中毒発生時や感染症の感染が疑われる隊員が生じた場合には、迅速

に感染拡大防止措置を講じるとともに、当該隊員の属する都道府県大隊等の

長は、以下ア及びイのとおり報告する。 

また、消防応援活動調整本部においては、管轄の保健所※２からの指示等を

踏まえ、都道府県の衛生部局や消防庁等と連携し、必要な対応の調整や指示

を行う。 

ア 管轄の保健所への連絡 

都道府県大隊等の長は、第一に管轄の保健所に連絡し、指示を仰いだ結

果を踏まえ下記イの事項を報告する。 

イ 報告事項 

下記のうち報告可能な事項から速やかに報告する。 

（ア）感染（疑い含む。）者情報（部隊、所属、氏名、年齢、性別） 

（イ）現在地 

（ウ）症状 

（エ）感染拡大防止措置内容 

（オ）管轄の保健所からの指示内容 

（カ）緊急消防援助隊としての活動時における行動歴 

（削除） 

（キ）活動不能となる小隊等 

添付２ 

 



（ケ）搬送先医療機関 

（コ）その他必要と思われる事項 

※１ 感染症とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関

する法律（平成十年法律第百十四号）第六条に規定する感染症を

いう。 

※２ 管轄の保健所とは、該当隊員の存ずる場所を管轄する保健所と

し、船舶移動中においては下船した先を管轄する保健所とする。 

※３ 濃厚接触者の定義については、国立感染症研究所感染症疫学セ

ンターの新型コロナウィルス感染症患者に対する積極的疫学調

査実施要領を参考とするが、最新版を適宜確認すること。現時点

（令和２年５月 29 日版）での定義は以下のとおりである

（https://www.niid.go.jp/niid/images/epi/corona/2019nCoV-

02-200529.pdf）。 

○「濃厚接触者」とは、「患者（確定例）」（「無症状病原体保有者」

を含む。以下同じ。）の感染可能期間（＊）に接触した者のうち、

次の範囲に該当する者である。 

＊感染可能期間とは、コロナウイルス感染症を疑う症状を呈し

た２日前から隔離開始までの期間 

・ 患者（確定例）と同居あるいは長時間の接触（車内、航空機

内等を含む）があった者 

・ 適切な感染防護無しに患者（確定例）を診察、看護若しくは

介護していた者  

・ 患者（確定例）の気道分泌液もしくは体液等の汚染物質に直

接触れた可能性が高い者 

 ・ その他：手で触れることの出来る距離（目安として１メート     

（ク）搬送先医療機関 

（ケ）その他必要と思われる事項 

※１ 感染症とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関

する法律（平成十年法律第百十四号）第六条に規定する感染症を

いう。 

※２ 管轄の保健所とは、該当隊員の存ずる場所を管轄する保健所と

し、船舶移動中においては下船した先を管轄する保健所とする。 
（削除） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.niid.go.jp/niid/images/epi/corona/2019nCoV-02-200529.pdf
https://www.niid.go.jp/niid/images/epi/corona/2019nCoV-02-200529.pdf


ル）で、必要な感染予防策なしで、「患者（確定例）」と 15分以    

上の接触があった者（周辺の環境や接触の状況等個々の状況か 

ら患者の感染性を総合的に判断する）。 
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緊急消防援助隊の出動及び活動における事故等報告要領 
 
１ 趣旨 


この要領は、消防庁長官の求め又は指示により緊急消防援助隊として出動又は活動した


際に発生した事故等について、関係者間の迅速かつ的確な情報共有及び事後対応の円滑化


を図るため、当該緊急消防援助隊の属する団体の他、応援側団体、受援側団体、消防庁等


の関係者（以下「関係団体等」という。）に対する報告の細部事項について定めたものであ


る。 


 


２ 報告対象事故等 


緊急消防援助隊を編成し、出動から引揚げ開始までの間に発生した次の事故等について


報告する。ただし、今後の活動に支障がない軽微なものは除く。 


（１）交通事故（人身、物損）、隊員の受傷事故、活動中の傷害・物損事故 


（２）車両等（ヘリコプター、消防艇を含む。以下同じ。）の故障又は損傷 


（３）集団食中毒や感染症の感染（疑い含む。） 


（４）その他、小隊長等が必要と判断したもの 


 


３ 報告要領 


２に該当する事故等が発生した場合には、次に定める要領により報告する。 


なお、第一報は、迅速性を重視して口頭により速やかに報告し、第二報以降は、消防庁


からの指示により必要に応じて報告するほか、適宜、口頭に加えて別記様式を用いて指示


された関係団体等へ報告する。 


連絡フローについては、航空部隊以外の隊が関係するものは別図１、航空部隊が関係す


るものは別図２のとおりとする。 


（１）事故や故障等（上記２（１）、（２））の報告要領 


  事故等の発生直後、負傷者の救護や二次災害の防止など各所属で定められている必要


な措置等を講じた上で、以下表に基づき報告する。 


 


表１ 事故や故障等の報告事項 


報告対象事故等 
交通事故、受傷事


故、傷害･物損事


故 


車両等の故障又は


損傷 


第一報 


発生日時・発生場所 ○ ○ 


概要 ○ ○ 


第三者の有無・負傷程度・所有物の損害程度 ○   


隊員や要救助者の負傷の有無・程度 ○   


救急要請の有無 ○   


活動継続可否 ○ ○ 


第


二


報


以


降 


関係者情報 
相手方(氏名・年齢・住所・職業・保険会社等) △   


関係職員(所属・階級・氏名) ○ ○ 


被害状況 


人的被害（人数・負傷の程度） △   


物的被害（損壊や被害の程度） △ ○ 


詳細（必要により写真による報告） ○ ○ 


時系列 ○ ○ 


発生後の処置 
相手方に対する処置 △   


安全管理措置 ○ ○ 


その他 その他必要な事項 △ △ 
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○・・・必ず報告する項目  △・・・必要に応じて報告する項目 


  


（２）集団食中毒や感染症※１の感染（疑い含む）（上記２（３））の報告要領 


集団食中毒発生時や感染症の感染が疑われる隊員が生じた場合には、迅速に感染拡


大防止措置を講じるとともに、当該隊員の属する都道府県大隊等の長は、以下ア及び


イのとおり報告する。 


また、消防応援活動調整本部においては、管轄の保健所※２からの指示等を踏まえ、


都道府県の衛生部局や消防庁等と連携し、必要な対応の調整や指示を行う。 


ア 管轄の保健所への連絡 


都道府県大隊等の長は、第一に管轄の保健所に連絡し、指示を仰いだ結果を踏ま


え下記イの事項を報告する。 


イ 報告事項 


下記のうち報告可能な事項から速やかに報告する。 


（ア）感染（疑い含む。）者情報（部隊、所属、氏名、年齢、性別） 


（イ）現在地 


（ウ）症状 


（エ）感染拡大防止措置内容 


（オ）管轄の保健所からの指示内容 


（カ）緊急消防援助隊としての活動時における行動歴 


（キ）活動不能となる小隊等 


（ク）搬送先医療機関 


（ケ）その他必要と思われる事項 
※１ 感染症とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成十年法


律第百十四号）第六条に規定する感染症をいう。 


※２ 管轄の保健所とは、該当隊員の存ずる場所を管轄する保健所とし、船舶移動中におい


ては下船した先を管轄する保健所とする。 


 


４ その他 


（１）緊急消防援助隊として編成する前（都道府県大隊の集結場所まで等）の事故等により


出動不能となった場合又は引揚げ途中（最終帰署（所）まで）の事故等は、当該隊の所


属が当該隊の属する都道府県を通じて消防庁に連絡する。 


（２）広域航空消防応援により出動した際の事故報告については、「大規模特殊災害時にお


ける広域航空消防応援実施細目」による。 


（３）事故時には可能な限り写真撮影を行い、記録を残すこと。 


 


１ 
２ 







事故等発生時の連絡フロー


都道府県大隊長・部隊長


都道府県内関係機関


後方支援本部


別図１


指揮支援本部


消防庁


消防応援活動調整本部
指揮支援部隊長


小隊長


指揮本部


事故発生


※ 指揮支援本部が設置されていない場合


※


※


航空部隊以外の隊


 


事故等発生時の連絡フロー


都道府県内関係機関


後方支援本部


別図２


航空指揮支援本部


消防庁


小隊長


航空指揮本部


事故発生


※ 航空指揮支援本部が設置されていない場合


※ ※


航空部隊


消防応援活動調整本部
指揮支援部隊長


※上記のフローを基本とし、必要に応じ臨機に対応すること。 








活動不能となる小隊
搬送先医療機関


隊名


別記様式　
集団食中毒や感染症の感染（疑い含む）の報告　第　　報


その他必要と思われ
る事項


症状


感染者情報


現在地


部隊 所属
氏名 年齢 性別


【報告者・報告日時】 氏名


　　添付１


※　感染症とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成十年法律第百十四号）第
六条に規定する感染症をいう。


※　管轄の保健所とは、該当隊員の存ずる場所を管轄する保健所とし、船舶移動中においては下船した先を
管轄する保健所とする。


※各所属で既存の様式がある場合は、同様式により報告することができる。


感染拡大防止
措置内容
管轄の保健所
からの指示内容
緊急消防援助隊とし
て活動時における行
動歴


月　　日　　時　　分





		集団食中毒や感染症の感染（疑い含む）の報告要領






緊急消防援助隊の出動及び活動における事故等報告要領（新旧対照表） 


改正前 改正後 


緊急消防援助隊の出動及び活動における事故等報告要領 


（２）集団食中毒や感染症※１の感染（疑い含む）（上記２（３））の報告


要領 


集団食中毒発生時や感染症の感染が疑われる隊員が生じた場合には、迅速


に感染拡大防止措置を講じるとともに、当該隊員の属する都道府県大隊等の


長は、以下ア及びイのとおり報告する。 


また、消防応援活動調整本部においては、管轄の保健所※２からの指示等


を踏まえ、都道府県の衛生部局や消防庁等と連携し、必要な対応の調整や指


示を行う。 


ア 管轄の保健所への連絡 


都道府県大隊等の長は、第一に管轄の保健所に連絡し、指示を仰いだ 


結果を踏まえ下記イの事項を報告する。 


イ 報告事項 


下記のうち報告可能な事項から速やかに報告する。 


（ア）感染（疑い含む。）者情報（部隊、所属、氏名、年齢、性別） 


（イ）現在地 


（ウ）症状 


（エ）感染拡大防止措置内容 


（オ）管轄の保健所からの指示内容 


（カ）緊急消防援助隊としての活動時における行動歴 


（キ）（感染症の場合）濃厚接触者※３の可能性が高い者 


（ク）活動不能となる小隊等 


緊急消防援助隊の出動及び活動における事故等報告要領 


（２）集団食中毒や感染症※１の感染（疑い含む）（上記２（３））の報告要


領 


集団食中毒発生時や感染症の感染が疑われる隊員が生じた場合には、迅速


に感染拡大防止措置を講じるとともに、当該隊員の属する都道府県大隊等の


長は、以下ア及びイのとおり報告する。 


また、消防応援活動調整本部においては、管轄の保健所※２からの指示等を


踏まえ、都道府県の衛生部局や消防庁等と連携し、必要な対応の調整や指示


を行う。 


ア 管轄の保健所への連絡 


都道府県大隊等の長は、第一に管轄の保健所に連絡し、指示を仰いだ結


果を踏まえ下記イの事項を報告する。 


イ 報告事項 


下記のうち報告可能な事項から速やかに報告する。 


（ア）感染（疑い含む。）者情報（部隊、所属、氏名、年齢、性別） 


（イ）現在地 


（ウ）症状 


（エ）感染拡大防止措置内容 


（オ）管轄の保健所からの指示内容 


（カ）緊急消防援助隊としての活動時における行動歴 


（削除） 


（キ）活動不能となる小隊等 


添付２ 


 







（ケ）搬送先医療機関 


（コ）その他必要と思われる事項 


※１ 感染症とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関


する法律（平成十年法律第百十四号）第六条に規定する感染症を


いう。 


※２ 管轄の保健所とは、該当隊員の存ずる場所を管轄する保健所と


し、船舶移動中においては下船した先を管轄する保健所とする。 


※３ 濃厚接触者の定義については、国立感染症研究所感染症疫学セ


ンターの新型コロナウィルス感染症患者に対する積極的疫学調


査実施要領を参考とするが、最新版を適宜確認すること。現時点


（令和２年５月 29 日版）での定義は以下のとおりである


（https://www.niid.go.jp/niid/images/epi/corona/2019nCoV-


02-200529.pdf）。 


○「濃厚接触者」とは、「患者（確定例）」（「無症状病原体保有者」


を含む。以下同じ。）の感染可能期間（＊）に接触した者のうち、


次の範囲に該当する者である。 


＊感染可能期間とは、コロナウイルス感染症を疑う症状を呈し


た２日前から隔離開始までの期間 


・ 患者（確定例）と同居あるいは長時間の接触（車内、航空機


内等を含む）があった者 


・ 適切な感染防護無しに患者（確定例）を診察、看護若しくは


介護していた者  


・ 患者（確定例）の気道分泌液もしくは体液等の汚染物質に直


接触れた可能性が高い者 


 ・ その他：手で触れることの出来る距離（目安として１メート     


（ク）搬送先医療機関 


（ケ）その他必要と思われる事項 


※１ 感染症とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関


する法律（平成十年法律第百十四号）第六条に規定する感染症を


いう。 


※２ 管轄の保健所とは、該当隊員の存ずる場所を管轄する保健所と


し、船舶移動中においては下船した先を管轄する保健所とする。 
（削除） 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



https://www.niid.go.jp/niid/images/epi/corona/2019nCoV-02-200529.pdf

https://www.niid.go.jp/niid/images/epi/corona/2019nCoV-02-200529.pdf





ル）で、必要な感染予防策なしで、「患者（確定例）」と 15分以    


上の接触があった者（周辺の環境や接触の状況等個々の状況か 


ら患者の感染性を総合的に判断する）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







  







 







